
No1
○ ● ○ ○

○ （ ○ ○ ） ○建設事業 ●それ以外の継続事業
○ ●
○ 有 ● 無
● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ●計画 ○非計画

（ ） （ 直営の場合 ●常勤 ○非常勤 ○臨時職員 ）

（単位：千円）

事務事業分析シート（平成27年度）

主要事業 事務事業コード 10-03-01 戦略プラン 協働 業務 財務 人事

白井 内線 2814
01-07-01 バリアフリー整備促進事業費

事務事業名 バリアフリー整備促進事業
部課名 防災都市づくり部交通対策課 課長名 平野
担当者名

事務事業の種類 新規事業 27年度 26年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（27年度）

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関
する法律(平成18年法律第91号)終期設定 年度

開始年度 昭和 平成 13 年度 根拠
法令等

政策 02 高齢者や障がい者が安心して暮らせる社会の形成
施策 09 バリアフリー化の推進

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅰ 生涯健康都市

経過

平成12年11月　　「交通バリアフリー法」施行
平成14年 3月　　「日暮里駅周辺地区交通バリアフリー基本構想」策定
　　　  10月　　「第１回交通バリアフリー事業推進協議会」開催（以後、毎年１回の開催）
平成18年12月    「バリアフリー新法」施行
平成22年 3月　　「荒川区バリアフリー基本構想」策定
平成23年 3月　　「町屋・区役所周辺地区バリアフリー基本構想」策定
平成24年 3月　　「日暮里駅・西日暮里駅・三河島駅周辺地区バリアフリー基本構想」策定
平成25年 3月　　「南千住駅周辺地区バリアフリー基本構想」策定
平成26年 3月　　「熊野前駅周辺地区バリアフリー基本構想」策定
平成27年 3月　　「荒川区バリアフリー基本構想推進協議会」開催

必要性

すべての人に利用しやすい施設等の整備を確実に推進させるため、必要性がある。

実施
方法

1直営

　区民、学識経験者、関係事業者等からなる「推進協議会」を設置し、これまでに策定した各地区の特定
事業計画の進捗管理を行う。

目的

「高齢者､障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」に基づき、交通結節点で
ある公共交通機関と周辺の生活関連施設等をつなぐ線的なバリアフリー化、地域一体での連続的・面的な
バリアフリー化を推進し、高齢者や障がい者など、誰もが安全・安心・快適に移動できる空間形成を重点
的かつ一体的に推進するものである。

対象者
等

・公共交通事業者　・道路管理者　・交通管理者　・公園管理者　・建築主及び路外駐車場管理者など

内容

【荒川区バリアフリー基本構想】平成21年度策定
　これまでの交通バリアフリー法とハートビル法を一体化させたバリアフリー新法の施行に伴い、区全体
のバリアフリー整備の指針となるバリアフリー基本構想を策定
・基本理念、基本方針の設定
・新たな重点整備地区の抽出
・既存地区の基本構想の検証および見直しの実施
≪重点整備地区（４地区）の基本構想策定≫
【町屋・区役所周辺地区バリアフリー基本構想】平成22年度策定
【日暮里駅・西日暮里駅・三河島駅周辺地区バリアフリー基本構想】平成23年度策定
【南千住駅周辺地区バリアフリー基本構想】平成24年度策定
【熊野前駅周辺地区バリアフリー基本構想】平成25年度策定

予算額 8,610 7,369 8,136 7,301 7,301 311 303
25年度 26年度 27年度

①決算額（27年度は見込み） 7,747 7,169 7,545 7,248 7,290 95 303
②人件費等 5,701 8,720 7,622 8,261 6,238 5,408
③減価償却費 2,905 2,799 3,227 2,535 2,276

合計（①＋②＋③） 13,448 18,794 17,966 18,736 16,063 7,779 303
100 75 70【事務分担量】（％） 70

特
定
財
源

国 社会資本整備総合交付金 2,400 2,300 2,300
都 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費 1,000 750 750 1,000 600

2,300 2,300

その他

7,779 303
実
績
の
推
移

事項名 21年度 22年度 23年度 24年度
一般財源 10,048 15,744 14,916 15,436 13,163

予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

21年度 22年度 23年度 24年度

100 90

　　推進協議会回数

開催回数（旧法日暮里駅周辺地区） 1 － － － － －
25年度 26年度 27年度

新法策定協議会回数 3 3 4 3 3
1



No2
予算・決算の内訳

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（

指
標
分
析
）

（ 区 未実施 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成25年度（決算） 平成26年度（決算） 平成27年度（予算）
節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

報償費 委員謝礼 213 需用費 協議会賄い・印刷製本
報償費 委員謝礼 205委託料 基本構想策定業務 7,077 報償費 委員謝礼

委託料 委員同行支援業務 7
使用料等 会場使用料

使用料等 会場使用料 31

32
47 需用費 協議会賄い・印刷製本 67

9

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
24年度 25年度 26年度

27年度
見込み

目標値
(28年度)

35

特定事業計画（公共施設）の
　　　着手率　　（％）

27 35 38 40 45 計画着手済項目／事業計画項目

計画着手済項目／事業計画項目
特定事業計画（道路）の
　　　着手率　　（％）

25 28 30 33

・重点整備地区間をつなぐバリアフリーネットワークの形成を推進

他
区
の
実

施
状
況

実施 16 6 不明 0

千代田区、港区、新宿区、台東区、墨田区、江東区、目黒区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、
豊島区、北区、板橋区、練馬区、葛飾区
※港区・台東区・目黒区・大田区・豊島区・葛飾区は新法対応

平成26年度に取り組む
具体的な改善内容

平成27年度以降に取り組む
具体的な改善内容

平成26年度に実施した
改善内容および評価

（仮称）基本構想推進協議会を設置
し、特定事業計画の進捗状況を管理
する。

・平成14年一定  日暮里駅のバリアフリー化について
・平成18年三定　日暮里駅バリアフリー化の実施状況について
・平成22年四定　バリアフリーのまちづくりについて

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

27年度 28年度

重点的に推進 重点的に推進

高齢者、障がい者等の移動や施設利用の利便性を確保するための最優先の
事業である。

問題点・課題の改善策

障がい者団体等との意見交換会及び
住民部会を継続的に実施する。

「荒川区バリアフリー基本構想推
進協議会」を開催し、各事業者の
特定事業計画の進捗状況を管理す
る。

障がい者団体等との意見交換会及
び住民部会を継続的に実施する。

「荒川区バリアフリー基本構想推進
協議会」を開催し、各事業者の特定
事業計画の進捗管理を行った。

「荒川区バリアフリー基本構想推進
協議会」を開催し、障がい者団体等
との意見交換を行った。



No1
○ ● ○ ○

○ （ ○ ○ ） ○建設事業 ●それ以外の継続事業
○ ●
○ 有 ● 無
○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ○計画 ●非計画

（ ） （ 直営の場合 ●常勤 ○非常勤 ○臨時職員 ）

（単位：千円）

日暮里駅総合改善事業補助金（千円） 209,750 － － － － －
25年度 26年度 27年度実

績
の
推
移

事項名 21年度 22年度 23年度 24年度
5,489 0一般財源 213,008 8,083 2,316 4,020 5,849

その他

都

特
定
財
源

国
合計（①＋②＋③） 213,008 8,083 2,316 4,020 5,849 5,489 0

35 50 50
1,626③減価償却費 1,017 622 1,129 1,690

②人件費等 3,258 3,052 1,694 2,891 4,159 3,863
①決算額（27年度は見込み） 209,750 4,014 － － － － －
予算額 220,750 6,078 － － － － －

25年度 26年度 27年度
予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

21年度 22年度 23年度 24年度

【事務分担量】（％） 40 35 20

経過

平成13年 5月　国土交通省「首都圏空港アクセス改善緊急対策」で「日暮里駅の総合改善」を発表
　　　　 8月　都市再生プロジェクト（第二次決定）において成田Ｂルート（成田スカイアクセス
             線）の早期整備が位置付けられる
　　14年10月　日暮里駅整備株式会社設立（荒川区出資５１％）
　　18年 3月　計画上り線切替え
　　19年 7月　京成線・ＪＲ連絡口統合化
    21年10月　日暮里駅計画下り線完成。新京成日暮里駅完成式典
　　22年 3月　日暮里駅工事完了
　　22年 7月　成田スカイアクセス線開業
　　　　　　　荒川区が成田スカイアクセス開業記念式典『NN36Festival　in　ARAKAWA』を開催

必要性

平成13年5月、国土交通省から「首都圏の空港アクセス改善緊急対策について」が提言され、課題として日
暮里駅の総合的改善が示された。鉄道駅総合改善事業の実施にあたっては、区と京成電鉄が出資して設立
した日暮里駅整備株式会社が事業主体となった。

実施
方法

1直営

・ 事業主体（日暮里駅整備㈱）へ区は51％（510万円）出資している。
・ 整備費の一部として、国20％、地方20％（都15％、区5％）の補助を行った。

目的

日暮里駅の混雑緩和やバリアフリー化、乗り換え負担の軽減を図るため、鉄道施設等の建設およびその施
設の貸付けや維持管理を行う。

対象者
等

・事業主体　　日暮里駅整備株式会社(第３セクター)

内容

・スカイライナー利用者の利便性・快適性の向上
・朝夕ラッシュ時の混雑緩和
・バリアフリー化の推進
・乗換利便性の向上を図るため駅の改良
・鉄道施設等の建設
・鉄道施設等の貸付
・鉄道施設等の維持管理

政策 12 利便性の高い都市基盤の整備
施策 03 総合的な交通体系の整備

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅵ 安全安心都市

鉄道駅総合改善事業費交付要綱（国交省）
終期設定 年度
開始年度 昭和 平成 14 年度 根拠

法令等

事務事業の種類 新規事業 27年度 26年度

白井 内線 2814

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（27年度）

業務 財務 人事

事務事業名 日暮里駅総合改善事業
部課名 防災都市づくり部交通対策課 課長名 平野
担当者名

主要事業 事務事業コード 10-03-02 戦略プラン 協働

事務事業分析シート（平成27年度）



No2
予算・決算の内訳

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（

指
標
分
析
）

（ 区 未実施 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

継続 継続

日暮里駅整備㈱の適切な運営に関する調整を行う。

・平成14年四定　日暮里駅総合改善計画と京浜東北線日暮里駅停車について
・平成16年四定　駅総合改善事業の騒音対策について
・平成22年一定　成田新高速鉄道開業イベントの開催について

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

27年度 28年度

今年度以降も、利用者の利便性向上
に向けた取組みを継続して進めてい
く。

日暮里駅整備㈱の株主総会及び取締
役会の実施

利用者の利便性向上に向けた継続
的した取組み。

問題点・課題の改善策

平成26年度に取り組む
具体的な改善内容

平成26年度に実施した
改善内容および評価

平成27年度以降に取り組む
具体的な改善内容

京浜急行蒲田駅（大田区）、西武新宿線下井草駅（杉並区）、西武池袋線東長崎駅（豊島区）

日暮里駅整備㈱の適切な運営に関する調整（京成電鉄㈱に事務業務委託）

他
区
の
実

施
状
況

実施 3 19 不明 0

京成電鉄発表値
一日あたりの乗降客数（人）
（京成日暮里駅）

94,853 96,428 95,301 96,000 ‐

24年度 25年度 26年度
27年度
見込み

目標値
(28年度)

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明

節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

平成25年度（決算） 平成26年度（決算） 平成27年度（予算）



No1
○ ● ○ ○

○ （ ○ ○ ） ○建設事業 ●それ以外の継続事業
○ ●
○ 有 ● 無
○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ●計画 ○非計画

（ ） （ 直営の場合 ●常勤 ○非常勤 ○臨時職員 ）

（単位：千円）

25年度 26年度 27年度実
績
の
推
移

事項名 21年度 22年度 23年度 24年度
29,877 162一般財源 12,372 6,975 24,464 49,884 16,651

その他

都

特
定
財
源

国
合計（①＋②＋③） 12,372 6,975 24,464 49,884 16,651 29,877 162

100 120 135
4,389③減価償却費 1,743 2,799 3,227 4,056

②人件費等 6,922 5,232 7,622 8,261 9,980 10,429
①決算額（27年度は見込み） 5,450 － 14,043 38,396 2,615 15,059 162
予算額 5,499 － 15,369 49,015 2,947 20,296 162

25年度 26年度 27年度
予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

21年度 22年度 23年度 24年度

【事務分担量】（％） 85 60 90

経過

平成16年12月　　　京成バス株式会社と「荒川区コミュニティバス運行に関する協定書」締結
平成17年 4月20日　コミュニティバス「さくら」開業（南千01系統）
平成19年12月30日　町屋駅→グリーンハイム荒川の夕刻以降における運行開始（南千02系統）
平成20年10月31日　コミュニティバス「汐入さくら」運行開始（南千03系統）
平成24年 2月　　　「荒川区地域公共交通会議」の設置
平成24年11月 1日　コミュニティバス「町屋さくら」運行開始（町屋04系統）
平成26年11月 1日　コミュニティバス「町屋さくら」一部区間往復運行開始（町屋05系統）
平成27年 3月29日　コミュニティバス「さくら」双方向運行開始
　　　　　　　　　コミュニティバス「汐入さくら」中型車両運行開始

必要性

区民の地域交通及び環境交通として必要である。

実施
方法

1直営

事業者、交通管理者、道路管理者、学識経験者、区民代表、区職員で構成される「荒川区地域公共交通会
議」を設置し、検討を進める。

目的

主要な交通経路が不足する地域の交通利便性を向上させ、高齢者や障がい者等の移動手段を確保する。

対象者
等

区民、区民以外のバス利用者

内容

①運　　行　京成バス㈱による自主運行。区はバス停留所等の整備、車両購入費の一部補助
②運行経路（南千01系統）南千住駅西口､町屋駅､荒川区役所、南千住駅西口を結ぶ左回り循環
　　　　　　約5.9km、30分程度、16停留所、47便/日、15～20分間隔、始発6:40～終発21:20
　　　　　（南千02系統）南千住駅西口、荒川区役所、町屋駅、南千住駅西口を結ぶ右回り循環
　　　　　　約6.0km、30分程度、15停留所、29便/日、30分間隔、始発6:50～終発20:55
　　　　　（南千03系統）南千住駅東口、南千住駅西口を結ぶ往復運行
　　　　　　片道約3.7km、20分程度、12停留所、45便/日、20分間隔、始発 6:40～終発 21:20
　　　　　（町屋04系統）新三河島駅､熊野前駅､尾竹橋、町屋駅を結ぶ循環運行
　　　　　　約6.3km、30分程度、20停留所、23便/日、40分間隔、始発6:40～終発21:20
　　　　　（町屋05系統）子ども家庭支援センター、尾竹橋、尾久橋を結ぶ往復運行
　　　　　　片道約3.0km、15分程度、23停留所、22便/日、40分間隔、始発6:54～終発20:54

政策 12 利便性の高い都市基盤の整備
施策 03 総合的な交通体系の整備

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅵ 安全安心都市

道路運送法、道路交通法、道路法
終期設定 年度
開始年度 昭和 平成 17 年度 根拠

法令等

事務事業の種類 新規事業 27年度 26年度

白井 内線 2814

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（27年度）

01-10-01 コミュニティバス関連事業費

業務 財務 人事

事務事業名 コミュニティバスの利用促進
部課名 防災都市づくり部交通対策課 課長名 平野
担当者名

主要事業 事務事業コード 10-03-03 戦略プラン 協働

事務事業分析シート（平成27年度）



No2
予算・決算の内訳

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（

指
標
分
析
）

（ 区 未実施 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

重点的に推進 推進

既存路線の見直しに対する効果の検証や利用者への更なるサービス向上に
より、より良いコミュニティバスを目指す必要がある。

・平成23年三定　コミュニティバス「さくら」の尾久地域への導入について
・平成24年四定　コミュニティバスの区内全地域への導入
・平成27年2月会議　コミュニティバスについて

「汐入さくら」中型車両の運行 平成27年3月29日から中型車両の運行
を実施

利用者へのサービス向上
安定した運行
さらなるＰＲ

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

27年度 28年度

「町屋さくら」一部区間の往復運行 平成26年11月1日から一部区間の往復
運行を実施

利用者へのサービス向上
安定した運行
さらなるＰＲ

「さくら」逆回り路線の拡充運行 平成27年3月29日から逆回り路線の拡
充運行を実施

利用者へのサービス向上
安定した運行
さらなるＰＲ

問題点・課題の改善策

平成26年度に取り組む
具体的な改善内容

平成26年度に実施した
改善内容および評価

平成27年度以降に取り組む
具体的な改善内容

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、大田区、世田谷区、
渋谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区

・平成26年度に実施した運行見直し後の利用者の動向
・更なるサービス向上に向けた検討

他
区
の
実

施
状
況

実施 18 4 不明 0

「町屋さくら」
乗車人数（一日あたり）（人）

341 467 531 600 800

「汐入さくら」
乗車人数（一日あたり）（人）

1,168 1,269 1,280 1,400 1,500

「さくら」
乗車人数（一日あたり）（人）

1,454 1,551 1,556 1,700 2,350

24年度 25年度 26年度
27年度
見込み

目標値
(28年度)

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明

9,825
負担金補助等 車両購入補助 5,000

工事請負費 停留場環境整備
使用料等 会場使用料 31

103 需用費 会場賄い・消耗品 31
使用料等 会場使用料 21
需用費 会議用賄い・消耗品費

報償費 委員謝礼 100委託料 調査業務委託 2,615 報償費 委員謝礼 110
節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

平成25年度（決算） 平成26年度（決算） 平成27年度（予算）



No1
○ ● ○ ○

○ （ ○ ○ ） ○建設事業 ●それ以外の継続事業
○ ●
○ 有 ● 無
● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○計画 ●非計画

（ ） （ 直営の場合 ●常勤 ○非常勤 ○臨時職員 ）

（単位：千円）

沿線自治体協議会分担金（千円） 70 50 50 50 50 50
25年度 26年度 27年度実

績
の
推
移

事項名 21年度 22年度 23年度 24年度
5,713 626一般財源 1,292 2,375 2,945 4,070 6,483

その他

都

特
定
財
源

国
合計（①＋②＋③） 1,292 2,375 2,945 4,070 6,483 5,713 626

35 55 45
1,463③減価償却費 581 778 1,129 1,859

②人件費等 1,222 1,744 2,117 2,891 4,574 3,476
①決算額（27年度は見込み） 70 50 50 50 50 774 626
予算額 70 50 50 50 50 824 626

25年度 26年度 27年度
予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

21年度 22年度 23年度 24年度

【事務分担量】（％） 15 20 25

経過

平成 3年 3月　「首都圏新都市鉄道株式会社」設立
　　 7年 9月　「新浅草駅～都県境」都市計画決定（11年6月　全地区都市計画決定）
 　 13年 2月　鉄道路線名称を「つくばエクスプレス」に決定
　  16年 5月　レール締結式（北千住駅構内）
　  17年 8月　区民試乗会（7日）、開業（24日）
　  19年 3月　パスモ導入

　　随　時　　旅客サービス向上のためのダイヤ改正

必要性

つくばエクスプレスの沿線都市が、協力体制を確立して利用促進を行うことにより、経営安定化や沿線の
イメージアップに向けた支援を行う必要がある。

実施
方法

1直営

各協議会による運営

目的

つくばエクスプレスは、平成１７年８月２４日に首都圏北東部の交通体系の整備、ＪＲ常磐線等の既設鉄
道の混雑緩和、首都圏における宅地供給の促進、沿線地域における産業基盤の整備を目指して開業した。
区は、開業後の経営基盤の安定化等の課題に対して、沿線自治体と協力して沿線のイメージアップ等、利
用促進に取り組む。

対象者
等

・事業主体　首都圏新都市鉄道株式会社（第３セクター）
・つくばエクスプレス利用者

内容

【協議会概要】
■つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会（沿線11都市：27年度会長は、流山市）
■つくばエクスプレス沿線特別区連絡協議会（沿線4区 ：76年度会長は、台東区）
（両協議会の活動方針）
　・経営安定化等に関わる関係機関への要請活動
　・関係機関等との連携及び情報交換
　・沿線のイメージアップに向けての取り組み
　・東京駅延伸に関する検討
■東京都常磐新線及び宅地開発の一体的推進協議会（事務局：東京都都市整備局都市基盤部交通企画課）
　・沿線４区の宅地開発及びまちづくりの情報交換

政策 12 利便性の高い都市基盤の整備
施策 03 総合的な交通体系の整備

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅵ 安全安心都市

大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一
体的促進に関する特別措置法終期設定 年度

開始年度 昭和 平成 17 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 27年度 26年度

白井 内線 2814

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（27年度）

01-02-03 交通対策課事務費

業務 財務 人事

事務事業名 つくばエクスプレスの利用促進
部課名 防災都市づくり部交通対策課 課長名 平野
担当者名

主要事業 事務事業コード 10-03-04 戦略プラン 協働

事務事業分析シート（平成27年度）



No2
予算・決算の内訳

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（

指
標
分
析
）

（ 区 未実施 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

継続 継続

沿線地区の活性化のために利用促進を図る必要がある。

・平成14年一定　つくばエクスプレスの運営について
・平成14年三定　ＪＲ常磐線の北口の新設について
・平成18年一定　ＪＲ常磐線北口の開設について

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

27年度 28年度

沿線自治体とも連携して協議してい
く。

沿線11都市の自治体と連携して、イ
メージアップのための冊子を作成

沿線自治体とも連携して協議して
いく。

問題点・課題の改善策

平成26年度に取り組む
具体的な改善内容

平成26年度に実施した
改善内容および評価

平成27年度以降に取り組む
具体的な改善内容

つくばエクスプレス沿線区（千代田区、台東区、足立区）

・沿線イメージアップによるＴＸ利用者の増
・経営安定化

他
区
の
実

施
状
況

実施 3 19 不明 0

輸送実績　南千住駅
　　（一日あたり）（人）

4,400 4,600 4,700 4,800 ‐
南千住駅周辺活性化のための利用
促進を図る

経営安定化のための利用促進を図
る

輸送実績　ＴＸ全線
　　（一日あたり）（万人）

30.5 32.3 32.5 33.5 ‐

24年度 25年度 26年度
27年度
見込み

目標値
(28年度)

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明

50 負担金補助等 連絡協議会分担金 80
補償補填及び賠償金 示談及び賠償金 25

負担金補助等 連絡協議会分担金
需用費 委員会賄い・消耗品費 207

180 旅費 近接地内旅費・近接地外旅費 121
需用費 委員会賄い・消耗品費 168
旅費 近接地内旅費・近接地外旅費

報償費 委員謝礼 218負担金補助等 関連協議会分担金 50 報償費 委員謝礼 351
節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

平成25年度（決算） 平成26年度（決算） 平成27年度（予算）



No1
○ ● ○ ○

○ （ ○ ○ ） ○建設事業 ●それ以外の継続事業
● ○
○ 有 ● 無
● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○計画 ●非計画

（ ） （ 直営の場合 ●常勤 ○非常勤 ○臨時職員 ）

（単位：千円）

協議会開催（回） 2 2 2 2 2 2
25年度 26年度 27年度実

績
の
推
移

事項名 21年度 22年度 23年度 24年度
3,724 324一般財源 1,847 4,253 4,885 3,734 3,867

その他

都

特
定
財
源

国
合計（①＋②＋③） 1,847 4,253 4,885 3,734 3,867 3,724 324

40 40 40
1,300③減価償却費 1,453 1,555 1,291 1,352

②人件費等 1,629 2,581 3,086 2,194 2,242 2,136
①決算額（27年度は見込み） 218 219 244 249 273 288 324
予算額 302 302 317 320 338 337 324

25年度 26年度 27年度
予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

21年度 22年度 23年度 24年度

【事務分担量】（％） 20 50 50

経過

　交通安全対策協議会において、交通安全対策基本法第26条に基づき、区内における陸上交通の安全に関
する総合的かつ長期的な施策の大綱として、昭和４６年以降、荒川区交通安全計画を策定している。（現
在、第９次荒川区交通安全計画）
　なお、荒川区交通安全計画は、東京都交通安全計画を踏まえて策定している。

必要性

　区内の関係行政機関及び関係団体が相互の協力体制を確立し、交通安全に関する総合的な施策を審議す
るとともに、強力かつ効果的な交通安全運動を推進し、交通事故及び交通公害のない安全な住みよい荒川
区を築くために必要な協議体である。

実施
方法

1直営

・毎年、年２回春と秋に協議会を開催（平成２６年度は９月３日と３月２０日に開催)

目的

　区内の警察署・交通安全協会・関係機関・民間団体等が相互に協力体制を確立し、交通安全に関する総
合的な施策を協議するとともに、効果的に交通安全運動を推進するため、交通安全対策協議会を設置して
いる。

対象者
等

　区民

内容

・毎年、春と秋に交通安全対策協議会を開催し、交通安全運動の重点や交通安全対策等について協議し、
　決定する。
・協議会は３９人の委員(学識経験者・民間団体関係者・関係行政機関職員)で構成。
　うち学識経験者(議員)は６人、民間団体関係者は１６人。
・協議会幹事会は２３人（関係行政機関職員）の幹事で構成。

政策 11 防災・防犯のまちづくり
施策 06 交通安全対策の推進

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅵ 安全安心都市

交通安全対策基本法
荒川区交通安全対策協議会規程終期設定 年度

開始年度 昭和 平成 40 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 27年度 26年度

道川 内線 2712

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（27年度）

01-07-01 交通安全対策協議会運営費

業務 財務 人事

事務事業名 交通安全対策協議会運営費
部課名 防災都市づくり部交通対策課 課長名 平野
担当者名

主要事業 事務事業コード 10-03-05 戦略プラン 協働

事務事業分析シート（平成27年度）



No2
予算・決算の内訳

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（

指
標
分
析
）

（ 区 未実施 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

推進 推進

交通安全に関する総合的施策を審議する重要な協議会

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

27年度 28年度

年２回（春と秋）協議会を開催 9月と3月に協議会を開催し、交通安
全運動の効果的な推進について協議
した。

年２回（春と秋）協議会を開催
第１０次荒川区交通安全計画の策
定準備

問題点・課題の改善策

平成26年度に取り組む
具体的な改善内容

平成26年度に実施した
改善内容および評価

平成27年度以降に取り組む
具体的な改善内容

・第９次荒川区交通安全計画に基づいた施策の展開

・第９次荒川区交通安全計画の進捗管理

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

自転車運転免許証講習会、自転車
シュミレーター安全教室

交通安全啓発事業参加者（人／
年）

1,410 1,529 1,868 1,900 2,000

①のうち自転車関与事故件数 279 221 187 170 150

交通事故件数 512 424 400 380 360

24年度 25年度 26年度
27年度
見込み

目標値
(28年度)

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明

使用料等 会議会場使用料 9
11 需用費 食糧費 11

需用費 食糧費 10 使用料等 会議会場使用料 22
使用料等 会議会場使用料 21 需用費 食糧費

報酬 委員報酬 304報酬 委員報酬 242 報酬 委員報酬 255
節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

平成25年度（決算） 平成26年度（決算） 平成27年度（予算）



No1
○ ● ○ ○

○ （ ○ ○ ） ○建設事業 ●それ以外の継続事業
● ○
○ 有 ● 無
○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ○計画 ●非計画

（ ） （ 直営の場合 ●常勤 ○非常勤 ○臨時職員 ）

（単位：千円）

尾久交通安全協会（千円） 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280
南千住交通安全協会（千円） 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280
荒川交通安全協会(千円） 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360

25年度 26年度 27年度実
績
の
推
移

事項名 21年度 22年度 23年度 24年度
4,541 3,920一般財源 4,734 9,070 6,819 6,811 4,547

その他

都

特
定
財
源

国
合計（①＋②＋③） 4,734 9,070 6,819 6,811 4,547 4,541 3,920

30 10 10
325③減価償却費 2,324 933 968 338

②人件費等 814 2,826 1,966 1,923 289 296
①決算額（27年度は見込み） 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920
予算額 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920

25年度 26年度 27年度
予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

21年度 22年度 23年度 24年度

【事務分担量】（％） 10 80 30

経過

・平成１０年度　全庁的な補助金の見直しにより、補助金の額は一律１０％の減
・平成１２年度　全庁的な補助金の見直しにより、補助金の額は荒川交通安全協会が５．６％減、南千
　住及び尾久交通安全協会が５．２％減

必要性

地域に根ざした交通安全啓発活動には、その担い手である各交通安全協会への支援は欠かせない。

実施
方法

1直営

各交通安全協会の交付申請により、決定した補助金を交付する

目的

交通安全の推進を図り、もって区民の交通安全意識の向上並びに交通事故防止に寄与するため

対象者
等

・荒川交通安全協会
・南千住交通安全協会
・尾久交通安全協会

内容

◇交通安全協会補助事業
　荒川区安全協会補助金交付要綱の規定に基づき、交通安全協会の実施する交通安全意識の普及・啓発
　活動にかかる事業の一部を補助する

◇交通安全協会の活動内容
　春・秋の交通安全運動期間をはじめ、日頃から地域に根ざした交通安全啓発活動を積極的に行ってい
　る。
　春・秋の交通安全運動、交通少年団活動、各種交通安全広報など

政策 11 防災・防犯のまちづくり
施策 06 交通安全対策の推進

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅵ 安全安心都市

荒川区交通安全協会補助金交付要綱
終期設定 年度
開始年度 昭和 平成 62 年度 根拠

法令等

事務事業の種類 新規事業 27年度 26年度

道川 内線 2712

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（27年度）

01-07-02 交通安全協会補助

業務 財務 人事

事務事業名 交通安全協会補助
部課名 防災都市づくり部交通対策課 課長名 平野
担当者名

主要事業 事務事業コード 10-03-06 戦略プラン 協働

事務事業分析シート（平成27年度）



No2
予算・決算の内訳

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（

指
標
分
析
）

（ 区 未実施 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

推進 推進

交通安全協会は、地域に根ざした交通安全啓発活動の中心的役割を果たし
ており、益々の活動が望まれる。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

27年度 28年度

区内三警察署との連携により、交通
安全協会の活動が交通安全の推進に
寄与するよう支援していく

春と秋の交通安全運動期間中に、警
察署と連携し各種交通安全の普及イ
ベントを実施した。

区内警察署との連携により、交通
安全協会の活動が交通安全の推進
に寄与するよう支援していく

特に高齢者の交通事故防止を強化し
ていくよう支援する。

春と秋の交通安全運動期間中に、各
町会を巡回し交通安全運動を支援し
た。

特に高齢者の交通事故防止を強化
していくよう支援する。

問題点・課題の改善策

平成26年度に取り組む
具体的な改善内容

平成26年度に実施した
改善内容および評価

平成27年度以降に取り組む
具体的な改善内容

交通安全協会の会員数の維持、協会体制の強化。

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

交通安全協会会員数交通安全運動参加者（人／年） 3,500 3,100 3,080 3,200 3,500

24年度 25年度 26年度
27年度
見込み

目標値
(28年度)

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明

負担金補助等 交通安全協会補助 3,920負担金補助等 交通安全協会補助 3,920 負担金補助等 交通安全協会補助 3,920
節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

平成25年度（決算） 平成26年度（決算） 平成27年度（予算）



No1
○ ● ○ ○

○ （ ○ ○ ） ○建設事業 ●それ以外の継続事業
● ○
○ 有 ● 無
● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○計画 ●非計画

（ ） （ 直営の場合 ○常勤 ○非常勤 ○臨時職員 ）

（単位：千円）

自転車免許講習会（参加者数） 933 1,072 1,001 1,280 994 1,304
自転車免許講習会（回数） 29 29 30 33 27 34

25年度 26年度 27年度実
績
の
推
移

事項名 21年度 22年度 23年度 24年度
11,529 5,492一般財源 16,477 7,245 17,114 16,382 10,746

その他

都

特
定
財
源

国
合計（①＋②＋③） 16,477 7,245 17,114 16,382 10,746 11,529 5,492

140 75 90
2,926③減価償却費 581 4,976 4,518 2,535

②人件費等 13,030 1,744 7,806 6,013 3,526 4,330
①決算額（27年度は見込み） 3,447 4,920 4,332 5,851 4,685 4,273 5,492
予算額 5,286 5,102 4,886 6,974 5,424 4,692 5,492

25年度 26年度 27年度
予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

21年度 22年度 23年度 24年度

【事務分担量】（％） 160 20 160

経過

　平成２４年度に、自転車シミュレーターを都内区市町村として初めて導入した。

必要性

　交通事故の防止には、交通管理者と道路管理者との連携は不可欠である

実施
方法

2一部委託

　区内三警察署等との連携により実施する

目的

　区内における交通事故の防止

対象者
等

　区民

内容

◇スケアード・ストレート方式の交通安全教室
　区内三警察署との連携により、スタントマンにより交通事故を再現する交通安全教室を実施(年2回)
◇自転車シミュレーターを使った交通安全教育（平成２４年度～）
　子どもから高齢者まで幅広い年代に対応した、体験型の交通安全教室を行う。
◇自転車運転免許証講習会
　毎月第三土曜日に荒川自然公園において、小学校４年生以上を対象に自転車運転免許証講習会を開催
 するほか、区内三警察署の協力を得て、随時小学校の校庭等で自転車安全講習会を実施する。
◇交通安全啓発用品の配布
　春と秋の交通安全運動を始め、日頃より交通安全啓発活動を行っている町会等の団体に対し、円滑な
　啓発活動が実施できるよう啓発用品等の配布を行う。
◇その他啓発活動

政策 11 防災・防犯のまちづくり
施策 06 交通安全対策の推進

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅵ 安全安心都市

道路交通法、東京都自転車安全利用条例
終期設定 年度
開始年度 昭和 平成 37 年度 根拠

法令等

事務事業の種類 新規事業 27年度 26年度

道川 内線 2712

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（27年度）

01-07-03 交通安全啓発費

業務 財務 人事

事務事業名 交通安全啓発費
部課名 防災都市づくり部交通対策課 課長名 平野
担当者名

主要事業 事務事業コード 10-03-07 戦略プラン 協働

事務事業分析シート（平成27年度）



No2
予算・決算の内訳

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（

指
標
分
析
）

（ 区 未実施 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

推進 推進

区内三警察署や関係機関との連携により、自転車関与事故の減少を目指
し、自転車利用者の交通ルールの順守・マナーの向上について呼びかけて
いく。

平成２５年第３回定例会　自転車マナーキャンペーンについて
平成２６年第１回定例会　自転車走行の整備について
平成２６年第１回定例会　自転車保険及びオートライトの普及について
平成２７年２月会議　　　サイクルポリスの導入について

区内警察署・区関係部課との連携を
深める。

区内各警察署と連携し、交通安全の
つどい等を実施した。また、警察
署、教育委員会と連携し、通学路調
査を実施した。

区内警察署・区関係部課との連携
を深める。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

27年度 28年度

自転車事故を防止するため、区報や
ホームページなどを活用し、交通
ルールやマナーに関する情報発信を
推進する。

区内警察署と連携して区報、ケーブ
ルテレビ等で自転車の交通ルールや
マナーについて周知を行った。

高齢者・子どもの交通事故防止の
具体策について整理検討し、取り
組みの実効性を高める。

高齢者の交通事故防止PR活動の強
化、特に自転車による交通事故の防
止の推進

新たにシルバー人材センターの会員
を対象とした交通安全教室を実施し
た。

高齢者の交通事故防止PR活動の強
化、特に自転車による交通事故の
防止の推進

問題点・課題の改善策

平成26年度に取り組む
具体的な改善内容

平成26年度に実施した
改善内容および評価

平成27年度以降に取り組む
具体的な改善内容

各種事業への参加者をいかに増やし、効果的なPRを実施していくかが課題である。

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

②の参加人数 1,280 994 1,304 1,350 1,400

自転車運転免許証講習会実施回数 33 27 34 33 33

自転車シミュレーターを使った交
通安全教育実施回数

13 12 8 15 15

24年度 25年度 26年度
27年度
見込み

目標値
(28年度)

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明

使用料等 つどい会場使用料 194
168 委託料 免許証作成、スケアードストレート委託 1,560

報償費 0
役務費 つどいアトラクション 150 使用料等 つどい会場使用料

役務費 つどいアトラクション 39
150 需用費 啓発用品購入費 3,549

使用料等 つどい会場使用料 177 委託料 免許証作成、スケアードストレート委託 994
委託料 免許証作成・スケアードストレイト委託料 1,182 役務費 つどいアトラクション

報償費 つどい報償費 150需用費 啓発用品購入費 3,177 需用費 啓発用品購入費 2,961
節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

平成25年度（決算） 平成26年度（決算） 平成27年度（予算）



No1
○ ● ○ ○

○ （ ○ ○ ） ○建設事業 ●それ以外の継続事業
● ○
○ 有 ● 無
○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ○計画 ●非計画

（ ） （ 直営の場合 ○常勤 ○非常勤 ○臨時職員 ）

（単位：千円）

3,986売却（台数） 3,280 2,295 1,958 1,823 4,956
処分（リサイクル等含む）(台数) 3,973 3,949 4,905 4,389 700 700
返還（台数） 3,411 2,711 4,214 4,030 3,165 2,743
放置自転車撤去（台数） 10,634 9,075 11,343 10,211 8,328 7,354

25年度 26年度 27年度実
績
の
推
移

事項名 21年度 22年度 23年度 24年度
112,080 75,941一般財源 89,493 97,638 113,701 114,100 113,028

17,592 18,280 19,345 18,317その他 撤去手数料等 20,247 17,900 19,192
都

特
定
財
源

国 10,856
合計（①＋②＋③） 109,740 126,394 132,893 131,692 131,308 131,425 94,258

570 470 470
15,280③減価償却費 14,525 18,349 18,394 15,886

②人件費等 22,156 20,477 23,545 22,104 26,615 25,341
①決算額（27年度は見込み） 87,584 91,392 90,999 91,194 88,807 90,804 94,258
予算額 97,825 112,458 107,132 95,591 91,850 92,239 94,258

25年度 26年度 27年度
予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

21年度 22年度 23年度 24年度

【事務分担量】（％） 440 500 590

経過

●撤去手数料の額の推移
・昭和60年12月　自転車2,000円、原付3,000円　・平成9年3月　自転車3,000円、原付4,500円
・平成11年10月　自転車5,000円、原付7,500円
●撤去自転車管理システム稼働　　平成21年12月
●夜間撤去（町屋駅周辺）　　　　平成24年9月

必要性

駅周辺の放置自転車問題に対処するためには、強制撤去する必要がある。

実施
方法

2一部委託

目的

放置された自転車等を撤去する事により安全で快適な生活環境の維持･向上を図る。

対象者
等

区民、近隣区の自転車等利用者

内容

・駅周辺を放置禁止区域に指定し、警告後１時間を経過したものを撤去している。
　なお、放置禁止区域外について、警告後１週間を経過したものを撤去している。
・撤去した自転車は、保管台帳を作成し、防犯登録により警察に所有者の照会をして返還通知を送付して
　いる。（保管期間は２箇月）
・撤去した自転車は三河島保管場所に保管し、保管期間中に所有者に返還している。受付時間は午前９時
　から午後８時。撤去手数料は自転車が５，０００円、原付が７，５００円。

政策 08 良好で快適な生活環境の形成
施策 04 放置自転車対策の推進

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅳ 環境先進都市

荒川区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場
の整備に関する条例及び同規則終期設定 年度

開始年度 昭和 平成 60 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 27年度 26年度

山口 内線 2716

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（27年度）

01-06-01 放置自転車撤去

業務 財務 人事

事務事業名 放置自転車撤去
部課名 防災都市づくり部交通対策課 課長名 平野
担当者名

主要事業 事務事業コード 10-03-08 戦略プラン 協働

事務事業分析シート（平成27年度）



No2
予算・決算の内訳

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（

指
標
分
析
）

（ 区 未実施 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

重点的に推進 重点的に推進

放置自転車対策を、今後も積極的に推進する。

平成２７年２月会議　自転車の無料引き取り事業について

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

27年度 28年度

特に、放置台数の目立つ地区での夜
間撤去を含めた集中対応を行う。

・同日内に午前撤去、午後撤去を行
い、日に２駅の放置自転車撤去を行
う方法を推進・継続。
・夜間撤去を行った。

各地区における課題の洗い出しを
行う。

問題点・課題の改善策

平成26年度に取り組む
具体的な改善内容

平成26年度に実施した
改善内容および評価

平成27年度以降に取り組む
具体的な改善内容

・放置台数が減少する中で、区内の各地区ごとに取り組むべき課題が異なってきている。
・午後から夕方にかけて、駅利用者等の放置が目立ってきている。

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

返還率（＝返還台数÷撤去台数） 39.5 38.3 37.2 37.5 40.0 23区平均＝57.7%（25年度）

放置台数（午後の定点観測値） 1110 873 840 820 750

24年度 25年度 26年度
27年度
見込み

目標値
(28年度)

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明

負担金補助等 海外譲与自治体連絡会分担金等 1,020
5,463 使用料等 自転車保管所借地料等 5,509

負担金補助等 海外譲与自治体連絡会分担金等 1,020 負担金補助等 海外譲与自治体連絡会分担金等 1,020
使用料等 自転車保管場所借地料等 5,463 使用料等 自転車保管所借地料等

委託料 放置防止啓発業務等 81,541

409 役務費 保管所電話、海外譲与運送等 413
委託料 放置防止啓発業務等 77,277 委託料 放置防止啓発業務等 78,892

役務費 保管所電話、海外譲与運送等 407 役務費 保管所電話、海外譲与運送等

一般需用費 撤去及び保管場所維持用品等 2,810
307 光熱水費等 保管所光熱水費等 310

一般需用費 撤去及び保管場所維持用品等 1,939 一般需用費 撤去及び保管場所維持用品等 2,338

光熱水費等 保管所光熱水費等 330 光熱水費等 保管所光熱水費等

委員報酬等 非常勤職員報酬等 2,655委員報酬等 非常勤職員報酬等 2,370 委員報酬等 非常勤職員報酬等 2,375
節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

平成25年度（決算） 平成26年度（決算） 平成27年度（予算）



No1
○ ● ○ ○

○ （ ○ ○ ） ○建設事業 ●それ以外の継続事業
● ○
○ 有 ● 無
○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ○計画 ●非計画

（ ） （ 直営の場合 ○常勤 ○非常勤 ○臨時職員 ）

（単位：千円）

8,000 8,000合計 7,013 7,890 7,810 7,810 7,960
バイク置場（定数） 25 25 25 25 25 25 25
自転車駐車場（定数） 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,602 4,602
自転車置場（定数） 3,403 3,703 3,623 3,623 3,773 3,373 3,373

25年度 26年度 27年度実
績
の
推
移

事項名 21年度 22年度 23年度 24年度
93,490 56,893一般財源 25,500 23,499 36,291 34,066 53,487

27,929 28,612その他 登録手数料等 27,228 26,784 31,119
都

特
定
財
源

国
合計（①＋②＋③） 52,728 50,283 67,410 61,995 82,099 93,490 56,893

400 400 400
13,004③減価償却費 7,553 11,818 12,908 13,520

②人件費等 22,645 14,371 16,099 16,388 24,047 22,794
①決算額（27年度は見込み） 30,083 28,359 39,493 32,699 44,532 57,692 56,893
予算額 35,588 31,619 45,941 33,890 47,740 61,396 56,893

25年度 26年度 27年度
予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

21年度 22年度 23年度 24年度

【事務分担量】（％） 460 260 380

経過

・H8年4月　センターまちや自転車駐車場新設
・H14年4月　南千住駅東口自転車等駐車場新設
・H18年4月　指定管理者制度導入
・H20年4月　日暮里駅前自転車駐車場新設
・H20年8月　自転車駐車場一時利用料金の変更
・H26年10月 三河島駅前自転車駐車場　新設

必要性

放置自転車問題に対しては、強制撤去などの「規制策」と駐車場整備などの「誘導策」を併せて講じてい
く必要がある。

実施
方法

自転車置場　3委託　シルバー人材センター

（自転車駐車場　3委託　指定管理者)

目的

自転車等の利用者の利便を図り、区民の良好な生活環境の向上に資するため

対象者
等

区民、近隣区の自転車利用者

内容

１自転車駐車場
・定期利用料金　区内2,000円/月　区外4,000円/月（学割あり）
・一時利用料金　２時間以内無料（H20年8月から) 8時間以内100円　8時間超200円
２自転車置場
・登録手数料　区内3,300円、区外6,600円

政策 08 良好で快適な生活環境の形成
施策 04 放置自転車対策の推進

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅳ 環境先進都市

荒川区自転車等駐車場条例等
終期設定 年度
開始年度 昭和 平成 61 年度 根拠

法令等

事務事業の種類 新規事業 27年度 26年度

山口 内線 2716

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（27年度）

01-06-02 自転車駐車場管理運営費等

業務 財務 人事

事務事業名 自転車置場・自転車駐車場管理運営
部課名 防災都市づくり部交通対策課 課長名 平野
担当者名

主要事業 事務事業コード 10-03-09 戦略プラン 協働

事務事業分析シート（平成27年度）



No2
予算・決算の内訳

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（

指
標
分
析
）

（ 区 未実施 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

推進 推進

放置自転車対策を重点的に行う地域について、自転車を駐車するための施
設を整備し、区と指定管理者それぞれにおいて、効率的・効果的な管理運
営を行う。

平成２０年第２回定例会　京成線高架下への自転車等駐車場設置について
平成２３年第１回定例会　京成線高架下への自転車等駐車場設置、区営自転車駐車場の一時利用料金の引き
　　　　　　　　　　　　下げについて
平成２６年１１月会議　　京成線高架下の有効活用について

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

27年度 28年度

三河島駅前自転車駐車場の開設準備
と開設後の利用促進。

三河島駅前自転車駐車場の開設にあ
わせ啓発指導員を重点的に配置し、
自転車放置抑止、指定管理者との連
携によりPRなど利用促進を図った。

各地区ごとの課題の洗い出しを行
う。

問題点・課題の改善策

平成26年度に取り組む
具体的な改善内容

平成26年度に実施した
改善内容および評価

平成27年度以降に取り組む
具体的な改善内容

・区内各地区において、取り組むべき課題が異なってきている。
・民営駐輪場の詳細な状況把握等

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

放置台数（午後の定点観測値） 1,110 873 840 820 750

駐輪可能台数（合計・一日当た
り）

10,021 10,348 10,507 10,600 10,800
民営駐輪場２，６２５　駐輪場・
置場、定期一時定数７，９７５台

２６年度　置場３，８１１人　自
転車駐車場３，４８７人

自転車置場 　自転車駐車場
定期登録者数

7,198 7,041 7,298 7,350 7,800

24年度 25年度 26年度
27年度
見込み

目標値
(28年度)

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明

公有財産購入費　ほか 三河島駐車場　増床清算金 7,482
463 工事請負費 センター町屋サイクルラック 4,283

三河島駐輪場整備費 工事請負費等 17,276 公有財産購入費 増床負担金(27,388)ほか 27,666

負担金補助 民営自転車駐車場育成補助金 525 負担金補助 民営自転車駐車場育成補助金

使用料等 公有地賃借料 ゲートリース(6,044） 6,803
26,588 委託料 置場整理誘導、指定管理料（5922) 35,713

使用料等 公有地賃借料 757 使用料等 公有地等賃借料 757
委託料 置場整理誘導等 24,177 委託料 置場整理誘導、指定管理料(3334)

一般需用費 置場用品　印刷製本等 1,680
721 光熱水費 駐輪場光熱水費 644

一般需用費 置場用品、印刷製本等 872 一般需用費 置場用品　印刷製本等 1,245
光熱水費 駐輪場等光熱水費 666 光熱水費 駐輪場等光熱水費

賃金 登録アルバイト 288賃金 登録アルバイト 259 賃金 登録アルバイト 252
節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

平成25年度（決算） 平成26年度（決算） 平成27年度（予算）



No1
○ ● ○ ○

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
○ ●
○ 有 ● 無
○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤 ○ 非常勤 ○ 臨時職員 ）

（単位：千円）

荷さばき駐車場設置数（民間）(累計） 0( 9) 0( 9) -1(8) 0( 8) -2(6) -3(3)
荷さばき駐車場設置数（公共）(累計） 0(17) 0(17) 0(17) -1(16) -1(15) 0(15)

25年度 26年度 27年度実
績
の
推
移

事項名 21年度 22年度 23年度 24年度
2,151 83一般財源 3,724 14,083 7,228 6,140 3,689

その他

都

特
定
財
源

国
合計（①＋②＋③） 3,724 14,083 7,228 6,140 3,689 2,151 83

40 25 15
488③減価償却費 5,287 1,555 1,291 845

②人件費等 814 5,791 3,086 2,194 994 682
①決算額（27年度は見込み） 2,910 3,005 2,587 2,655 1,850 981 83
予算額 3,115 3,066 3,272 3,342 2,728 1,024 83

25年度 26年度 27年度
予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

21年度 22年度 23年度 24年度

【事務分担量】（％） 10 182 50

経過

◇荷さばき駐車場の設置にかかる経緯
・平成18年度　駐車スペースのある区施設（16箇所）に設置
・平成19年度　民間駐車場等に10箇所設置（計26箇所）
・平成23年度　民間駐車場で１箇所減（計25箇所）
・平成24年度　区施設で１箇所減（計24箇所）
・平成25年度　民間駐車場で2箇所減（計22箇所）
・平成25年度　区施設で1箇所減（計21箇所）
・平成26年度　民間駐車場で3箇所減（計18箇所）
・平成27年度　民間駐車場で3箇所減（計15箇所）

必要性

　区内集配事業者等の駐車スペースの確保を図るために必要な取組みである

実施
方法

1直営

　区施設の駐車スペースの活用

目的

　道路交通法の改正による駐車違反の取締り強化に伴い、区内で集配業務や福祉・介護サービス等を営む
事業者に対して、短時間荷さばきができる駐車スペースを確保することで、円滑な事業運営を支援するた
め

対象者
等

　区内事業者

内容

◇利用時間　30分未満
◇利用料　　無料
◇設置個所　15箇所（うち1個所（サンパール荒川）は、改修工事のため一時閉鎖中）

政策 11 防災・防犯のまちづくり
施策 06 交通安全対策の推進

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅵ 安全安心都市

終期設定 年度
開始年度 昭和 平成 18 年度 根拠

法令等

事務事業の種類 新規事業 27年度 26年度

道川 内線 2712

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（27年度）

01-09-01 荷さばき駐車場運営費

業務 財務 人事

事務事業名 荷さばき駐車場設置費
部課名 防災都市づくり部交通対策課 課長名 平野

担当者名

主要事業 事務事業コード 10-03-10 戦略プラン 協働

事務事業分析シート（平成27年度）



No2
予算・決算の内訳

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（

指
標
分
析
）

（ 区 未実施 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

改善・見直し 継続

区施設への更なる設置を目指していく。

１８年一定 駐車違反の取締り強化と道路管理者としての荷さばきスペースの確保について

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

27年度 28年度

・区施設への設置の検討 ・旧日暮里区民事務所跡地へ、再設
置した。

・更なる区施設への設置の検討

・民間駐車場への設置について見直
しを行う。

・使用頻度の少ない民間駐車場での
事業を中止した。

問題点・課題の改善策

平成26年度に取り組む
具体的な改善内容

平成26年度に実施した
改善内容および評価

平成27年度以降に取り組む
具体的な改善内容

　区施設の新設や改築時に設置を積極的に検討していく必要がある。

他
区
の
実

施
状
況

実施 0 22 不明 0

荷さばき駐車場設置箇所 24 21 18 15 15

24年度 25年度 26年度
27年度
見込み

目標値
(28年度)

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明

76
需用費 0 使用料等 駐車場賃借料 861
委託料 Pマーク除去 79 委託料 Ｐマーク除去

需用費 駐車場関係消耗品 83使用料等 駐車場賃借料 1,772 需用費 駐車場関係消耗品 45
節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

平成25年度（決算） 平成26年度（決算） 平成27年度（予算）


